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１

1 令和７年度部活動地域展開モデル事業の詳細について 

（教職員止まり） 

１ 令和７年度本事業のとらえ方 

①  令和６年度モデル事業の課題・反省を踏まえるとともに、令和９年度からの土日、休日の地域 

展開の実施を見据え、より近い形や方法での実証事業を展開する。 

②  活動時間や指導・事故等対応については、「いわき市立小中学校部活動運営方針（令和７年４ 

月改定）」に基づくものとする。 

  ➂ 事務局をいわき市教育委員会学校教育課、いわき市スポーツ振興課、文化振興課におく。 

                   

２ 事業の実施について    

・ 令和７年度モデル事業への参加について   

① モデル事業への参加は、いわき市公立中学校全ての生徒（１年生～３年生）を対象とし、全  

ての生徒がどの種目のモデル事業に参加してもよいこととする。 

 ただし、同種目で開催日が別日となる場合は、エリアごとに参加校を指定する場合がある。 

※ モデル事業は生徒の意思・判断による自由参加となります。強制による参加・不参加の決 

定、生徒同士の同調圧力等にならないようご配慮下さい。 

② 今年度のモデル事業においても、昨年度同様、各学校の部活動の一環（学校の管理下内）とし

て実施する。 

➂ モデル事業参加希望種目が学校で所属している部活動種目と異なる生徒、学校の部活動に所属 

していないがモデル事業参加希望のある生徒については、「特設部の生徒」として各学校が参加 

の承認をするものとする。 

④ モデル事業が「部活動の一環として実施（学校管理下内）」および参加生徒が「部活動所属生徒 

（特設部員含む）」であることから、モデル事業における事故・怪我時の対応時には「日本スポー 

ツ振興センター」保険が適用となるため、当該校は学校教育課と連携のうえ必要な事務手続きを 

行う。なお、確認や承認のため、学校ごとの参加生徒の一覧表を、モデル事業実施前に参加生徒 

の所属する学校へ送付する。 

⑤ 週休日に複数のモデル事業の活動が重なった場合は、生徒はどちらかを選択して参加する。 

同一週の土日にモデル事業が続く場合は、両日の活動は不可とし、どちらかを選択すること。 

⑥ 学校は、モデル事業を実施する週休日においては、同種目の部活動を実施しないことを基本と 

する。ただし、同種目で開催日が複数日となり、参加対象校が指定される場合、モデル事業対象 

外（エリア外等）の学校であれば、同種目の部活動を行ってもよいこととする。※（別添）参照 

⑦ モデル事業への参加申し込み後、本来の学校部活動における大会等が入った場合や、家庭の都 

合等により参加できなくなった場合は、生徒のモデル事業参加申し込みのキャンセルを可能とす 

る。なお、前日（土曜日開催であれば金曜日）までのキャンセルの場合には、生徒（保護者）が、 

いわき市教育委員会（22-7542）へ、日曜日開催による前日（土曜日）の連絡、当日の急なキャン 

セルの場合は、いわき市教育委員会の携帯電話（電話 080-7530-9332 または 070-1355-0043）ま 

で連絡する。 

⑧ 上記の運用で支障がある場合には、学校は事務局（学校教育課、スポーツ振興課、文化交流課） 

のうち学校教育課に相談する。 

⑵ 教職員（部活動顧問等）の対応について 

① 教職員（部活動顧問等）がモデル事業に指導者として参加できるのは、市教委が定める「教職 

員地域展開人材バンク」に登録し、かつ、団体等から直接依頼を受けた場合のみとする。その場 

合、指導者となる教職員は、兼職等承認（営利企業等従事許可）申請を行い許可を得るものとし、 

また事故等に備えた保険に加入すること。なお、教職員特殊勤務手当の対象外となる。 

② 上記以外の教職員は、週休日に行われるモデル事業において引率・指導を行わないこと。 

③ 教職員（部活動顧問等）がモデル事業を見学することについては制限を設けない。 

 

３ 事務手続き 

⑴ モデル事業への参加申し込みについて 

① 学校は、生徒及び保護者に対し、次の 2 点を配布する。 

ア 令和７年度部活動地域展開モデル事業参加のお知らせ（別紙１）（市教委作成。体裁は各学 

校で手直し可とする。） 

    イ 令和７年度部活動地域展開モデル事業参加申込書（別紙２）（市教委作成・印刷済）    

   ② 参加を申し込む生徒・保護者は、（別紙２）に記載されたＱＲコードから、申し込みフォーム 

に入力する。（８月下旬日発送：締切日は【別紙２】申込案内に記載） 

③ 事務局（学校教育課）は、フォームに入力された情報を学校ごとにまとめ、確認・承認のた     

め参加者名簿を学校へ送付する。 

④ 参加者名簿を確認後、学校から事務局（学校教育課）へ「モデル事業の参加承認書（別紙 3）」 

を提出する。 

 

⑵ 参加生徒の個人情報の守秘 

① 上記３⑴―②で、保護者に登録された緊急連絡先等の個人情報については、学校及び事務局

（学校教育課、スポーツ振興課、文化振興課）、実施主体で取り扱うものとし守秘を厳守する。 

② モデル事業実施団体には、事務局（学校教育課）から学校ごとの参加者氏名・人数等を報告す 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事故防止・事故対応 

⑴ 未然防止 

① 事務局（学校教育課、スポーツ振興課、文化振興課）とモデル事業実施団体で次の点での対応 

について共通理解を図る。 

・ 送迎中の事故 

学校 

保護者 
フォーム 

いわき市教育委員

会 

モデル事業実施団体 

③入力 

⑤参加者氏名・人数等報告 

④学校へ参加者名簿の送付 

市教委へ承認書（別紙３）の返送 

②生徒へ配付（別紙１，２） 

①資料（別紙１，２，３）の送付 



２

・ 活動中の事故、怪我、病気 

・ 熱中症の防止 

・ 自然災害等の発生時の対応 

・ 一緒に活動している他校生徒とのトラブル（個人の所持品の管理も含めて） 

・ モデル事業の実施団体や生徒・保護者とのトラブル 

 

⑵ 緊急時の対応 

① 令和７年度のモデル事業実施日は、昨年度と同様、事務局で緊急時に備え対応する。        

② 別紙「傷病者発生時対処要領」及び「自然災害発生時対応要領」（事務局（学校教育課）作成） 

をモデル事業実施団体と共有し、周知徹底する。  

③ 緊急時は事務局保管の個人情報をもとに、事務局や実施主体が学校、保護者と連携して連絡等 

対応する。 

 

⑶ 生徒の保険 

① 各学校で加入している「日本スポーツ振興センター」の保険が適用となる。 

② 事故発生時の状況は事務局（学校教育課、スポーツ振興課、文化振興課）から事故の状況に応 

じて内容・状況を学校へ報告（データ提供）し、学校から事故報告を日本スポーツ振興センター 

に提出する。 
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２ 学校送付資料

 

 令和７年○月〇〇日  

○○○中学校保護者の皆様 

いわき市立○○○○中学校長  

 

令和７年度 部活動地域展開モデル事業実施のお知らせ 

 

 時下、保護者の皆様におかれましては御清栄のこととお喜び申し上げます。 

 いわき市教育委員会では、休日や休業日に行っている学校でのスポーツ・文化活動を地域の団体や

企業等に依頼し、地域で指導・育成することや、これからの本市の子供たちのスポーツ・文化活動に

おける持続可能な環境整備を進めるための検証事業として、令和６年度より「モデル事業」を実施し

ております。 

令和７年度のモデル事業における活動日時や会場等については、別紙案内（別紙２）のとおりです

が、モデル事業に参加を希望する場合は、保護者の責任において「別紙２」案内右下のＱＲコードを

読み取り「参加申込フォーム」に期日内に必要事項の入力をお願いします。 

 <参加にあたっての注意事項> 

○ 参加申込みは、「別紙２」のＱＲコードからとなります。申し込みが完了していない 

生徒は、事故・怪我の対応ができませんので参加が認められません。（当日参加不可） 

※注１ 申し込み締切日：【別紙２】「参加申込案内」に記載 

※注２ 申し込み後のキャンセルや、前日（土曜日開催における金曜日）までのキャンセルの 

場合には、生徒（保護者）が、いわき市教育委員会（22-7542）へ、前日（日曜日開催に 

おける土曜日）や、当日の急なキャンセルの場合は、いわき市教育委員会の携帯電 

話（電話 080-7530-9332 または 070-1355-0043）まで連絡して下さい。 

  ○ 令和７年度モデル事業実施種目は以下の通りです 

    運動：陸上、剣道、ｻｯｶｰ、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、野球、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 

※注１ 他にも「総合型地域スポーツクラブ」の事業がありますが、市教委で学校を指 

定して総合型地域スポーツクラブから指導者を派遣する内容となっていますの 

で、個人的な申し込みは行わない場合もあります。 

    文化：合唱 

○ 今年度のモデル事業参加対象生徒は市内全ての公立中学校の生徒（１年～３年生）とし、

部活動への所属の有無及び学校で所属している部活動の種目等は問いません。（だれが

どのモデル事業に参加しても構いません。）ただし、同じ種目で開催日が異なる場合は、地

域ごとに参加校を指定する場合があります。   

○ モデル事業の対象となる運動部、文化部に所属していなくても、当日は「特設部の一員とし 

 て参加（その日だけ部活動の一員として認めてもらう特別な立場）」になります。よって、通 

常の部活動時と同様に、万が一の怪我等の保険は、学校で加入している「独立行政法人日本ス 

ポーツ振興センター」にて対応します。（別途保険料の負担はありません。） 

○ 会場までの移動は、お手数をおかけしますが保護者の方の送迎等でお願いします。 

<連絡事項>  

・ 手続き上知り得た個人情報等につきましては、本モデル事業において必要が生じた場合の

み活用します。 

・ モデル事業参加にあたっては、部活動顧問等学校の教職員は原則として引率・指導しま

せん。ただし、団体等の依頼を受け、「地域の指導者」として手続きをした場合は例外とし

て指導にあたる場合があります 

    （ 担当：いわき市立○○中学校 △△ □□  □□ 電 話○○－○○○○） 

※モデル事業についてのお問い合わせ（いわき市教育委員会 学校教育課 電話 22-7542） 

※表記等については必要に応じて変更して構いません。 

※内容については変更せずにお願いします 

※主に黄色部分等を変更して保護者に配布してください。 この枠は消してください 
別紙１  



４



５

R７モデル事業参加手続きフローチャート 

（全種目共通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 別紙１  

市教委 

市立中学校 

保護者 

【１】送付文書（３つ） 

【２】黄色部分を変更後に配付 

申込締切は各種目による 

※申し込み案内に記載 

【１】市教委→各学校 ①～③の文書を送付 

【２】各学校→保護者 ①別紙１については黄色部分（学校名、日付等）を変更して 

           ②別紙２はそのまま保護者へ配付  

【３】保護者→市教委 個別に②別紙 2 記載のＱＲコードから申込み 

【４】市教委→各学校 申込締切後、市教委から各校に学校・種目ごとの申込生徒の一覧を送付。 

【５】各学校→市教委 申込の最終状況について参加生徒名簿を確認のうえ③別紙３を市教委へ 

提出。 

  ※③提出後の参加生徒の欠席報告は 前日までは、各個人で市教育委員会へ電話で連絡する。 

                   当日の欠席については保護者が市教委担当者携帯へ。 

             （市教委担当者携帯：080-7530-9332または 070-1355-0043まで） 

  ※締切り後の参加については柔軟に対応する。（保護者からいわき市教育委員会まで連絡。） 

【２】そのまま配付 

【３】ＱＲコードで申込み 

【４】申込生徒一覧 

 ※申込締切後送付 

【５】参加者名簿を

確認し提出 

② 別紙２  

③ 別紙３  

提出締切は各種目による 

※その都度お知らせします 

③ 別紙３  

① 別紙１  

② 別紙２  



兼職等承認（営利企業等従事許可）申請書 

年  月  日   

   いわき市教育委員会教育長 

学 校 名            

職   名            

氏   名            

従 事 団 体 

名称 

  

              

   

  

経営形態 

 個人 公法人 
 一般（社団・財団）法人 
 公益（社団・財団）法人 
 株式会社 
 その他（      ） 

所在地 事業内容 

従 事 ・ 兼 

職 の 内 容 

期間 

 年 月 日から 年 月 日まで 

職名 

時間 
 

 １日  時間 
週

１月延
年

  日 

 
 １週（  曜）  時間 

報酬 

  有     無 

額    時間 

日        
１月      円 
年        

正規の勤務時間中に 

従事する   従事しない 

勤務形態 

 常勤  非常勤  臨時 

従事、兼職 
を必要とす 
る 理 由 

 

職務遂行に 
与える影響 
その他参考 
事項につい 
ての校長の 
意見     

 
 
 
 
 
なお、在校等時間と上記団体業務従事時間を通算し、所定の勤務時間

を差し引いた時間は、      時間となるため、いわき市公立学校
管理規則に沿っていることを確認しております。 
 
 
 
 
 
 
校管理規則 

  年  月  日 

いわき市立   学校長        □印   

 備考 １ 兼職等承認申請書については、派遣等依頼先の関係書類を添付すること。 

    ２ 営利企業等従事許可申請書については、事業内容等について関係書類を添付するこ

と。 

 

 

在校等時間と地域団体の業務に従事する時間を通算し、所定

の勤務時間を引いた時間を確認し、別紙いわき市公立学校管理

規則１８条の２を踏まえるものとなるようにする。 

６

【管理職止まり】

部活動地域展開 

兼職兼業手続きフローチャート 
いわき市教育委員会 

 

                            

【校長作成資料】 

① 第 12号様式【兼職等承認（営利企業等従事許可）申請書】→市教委へ提出 

※いわき市公立学校管理規則 第６章２７条【第１２号様式】になります 

 

【依頼教員作成資料】  

① 【別紙 2】報償費・旅費等振込先口座登録（変更）届を記入し、市教委に送付 

 

  郵送先 〒970-8026 いわき市平字堂根町 4番地の 8 

いわき市教育委員会 学校教育課 部活動地域展開担当 宛 

※個人情報が含まれますので、取り扱いには十分ご注意下さい。 

※報償費につきましては実施報告書提出後に指定の口座へお振り 

 込みいたします 

【送付資料】 

 ① 【別紙 1】依頼文書 

 ② 【別紙 2】報償費・旅費等振込先口座登録（変更）届 

① 各協会・連盟等から各中学校（顧問）へ依頼文書の送付 

校長は教師の意思による参加であること、

保険加入の有無を確認（校務災害は適用に

なりません）後に資料を作成して下さい。 

【モデル事業（～R８）を含む、今後の兼職兼業の手続きとなります】 

・「教職員指導者人材バンク」に登録した教職員に限ります。 

・手続きとしては、一般的に兼職兼業希望先からの依頼状を基に、地域クラブ活動での指導を希望する 

 教師等から上司である校長等へ相談し、了承の上、服務監督教育委員会へ兼職兼業の許可を求める 

 ことが必要です。以下の手順に沿って手続きをお願いします。 

② 指導を依頼された教職員は送付された【別紙 1】依頼文書

を持参し、上司である校長へ相談 

③ 教育長の承認を得て、各学校へ兼職兼業の許可書を送付 

 
※ 第 12号様式【兼職等承認（営利企業等従事許可）申請書】も送付いたしますので

ご活用下さい。 



R７実施種目 協力団体 令和７年度実施予定内容（案）

陸 上
いわき陸上クラブチーム

（４クラブ）

① 令和７年１０月２６日（日） ９：００～１３：００
・ｇ３ （平二中サブグラウンド会場 対象種目：短距離、中長距離、ハードル）
・ドリームＡＣ．いわき （いわき市陸上競技場補助競技場 対象種目：・短距離、中・長距離、ハードル、跳躍、投てき）
・勿来陸上クラブ （勿来一中会場 対象種目：短距離、中長距離、ハードル、跳躍、投てき）
・ＢＥＡＴ ＡＣ （いわき秀英高校グラウンド 対象種目：中長距離）

② 令和７年１２月７日（日） ９：００～１３：００
・ｇ３ （平二中サブグラウンド会場 対象種目：短距離、中長距離、ハードル）
・ドリームＡＣ．いわき（いわき市陸上競技場補助競技場 対象種目：・短距離、中・長距離、ハードル、跳躍、投てき）
・勿来陸上クラブ （クレハ陸上競技場会場 対象種目：短距離、中長距離、跳躍、投てき） ※ 別途会場使用料金として¥100当日徴収
・ＢＥＡＴ ＡＣ （いわき秀英高校グラウンド 対象種目：中長距離）

※ 会場校、対象種目はいずれも以下の通り。今年度は４クラブにてモデル事業を実施。

剣 道 いわき剣道連盟

① 令和７年１１月１５日（土） ８：００～１２：００

・中央台北中会場 ・泉中会場 ・勿来一中会場

※ 会場校はいずれも以下の通り。今年度は３会場にてモデル事業を実施。

サッカー
NPO法人いわき
サッカー協会

① 令和７年１０月２６日（日） ８：００～１２：００
・中央台北中会場 ・湯本一小会場 ・玉川中会場

② 令和７年１１月１５日（土） ８：００～１２：００
・中央台北中会場 ・湯本一小会場 ・玉川中会場

※ 会場校はいずれも以下の通り。今年度は３会場にてモデル事業を実施。

３ 令和７年度モデル事業実施計画（案）

７



R７実施種目 協力団体 令和７年度実施予定内容（案）

バスケットボール
いわき

バスケットボール協会

① 令和７年１０月１１日（土） ８：００～１２：００
・平 二 中 会場 対象校：平二、平三、
・中央台北中会場 対象校：中央台北、中央台南、豊間
・四 倉 中 会場 対象校：四倉、草野、久之浜、藤間
・赤 井 中 会場 対象校：赤井、平一、小川
・好 間 中 会場 対象校：好間、内郷一、内郷二、内郷三、三和
・小名浜二中会場 対象校：玉川、小名浜一、小名浜二、江名
・磐 崎 中 会場 対象校：磐崎、泉、湯本一、湯本二、湯本三、遠野
・植田東中 会場 対象校：植田東、植田、錦、勿来一、勿来二、川部、田人

野 球 いわき野球連盟

① 令和７年１０月 ４日（土） ８：００～１２：００
② 令和７年１２月１３日（土） ８：００～１２：００

※ 会場校、対象校はいずれも以下の通り。今年度は地区・学校を限定したモデル事業を実施予定。

・好 間 中 会場 対象校：平一、平二、平三、草野、好間、三和、四倉、久之浜、赤井、小川
・中央台北中会場 対象校：中央台北、中央台南、藤間、湯本一、湯本二、湯本三、磐崎、豊間、内郷一、内郷二、内郷三
・江 名 中 会場 対象校：小名浜一、小名浜二、江名、玉川、泉
・植田東中 会場 対象校：植田、植田東、錦、勿来一、勿来二、遠野、川部、田人

バレーボール
いわき

バレーボール協会

① 令和７年１０月１８日（土） ８：３０～１２：３０
・豊間中学校体育館（対象：平～北地区男子） 対象校：平一、平二、平三、中央台北、中央台南、豊間、藤間、草野、赤井、四倉、久之浜、小川
② 令和７年１０月１９日（日） ８：３０～１２：３０
・四倉中学校体育館（対象：北地区女子） 対象校：豊間、藤間、草野、赤井、四倉、久之浜、小川
③ 令和７年１０月２５日（土） ８：３０～１２：３０
・錦中学校体育館（対象：南地区女子） 対象校：植田、植田東、錦、勿来一、勿来二、川部、遠野、田人
④ 令和７年１１月１５日（土） ８：３０～１２：３０
・豊間中学校体育館（対象：平～北地区男子 対象校：平一、平二、平三、中央台北、中央台南、豊間、 藤間、草野、赤井、四倉、久之浜、小川
・四倉中学校体育館（対象：北地区女子） 対象校：豊間、藤間、草野、赤井、四倉、久之浜、小川
・植田東中学校体育館（対象：南地区女子） 対象校：植田、植田東、錦、勿来一、勿来二、川部、遠野、田人

※ 会場校、対象校はいずれも上記の通り。今年度は地区・学校を限定したモデル事業を実施予定。

合 唱
福島県合唱連盟
いわき支部

現在日程を調整

・ R７．１１月～R８．１月までの月１回実施予定
・ 後日別紙計画にて通知

３ 令和７年度モデル事業実施計画（案）

８



令和７年度
地域展開モデル事業について

（管理職用）

いわき市教育委員会

９
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① 令和６年度モデル事業の課題・反省を踏まえ、令和９年度
からの「土日、休日の地域展開」の実施に向けて、より近い
形や方法での実証事業を展開する。
② 活動時間や指導・事故等の対応については「いわき市立
小中学校部活動運営方針（令和７年４月改訂）」に基づいて
実施する。

令和７年度 部活動地域展開モデル事業の詳細について
１ 令和７年度モデル事業のとらえ方

◎令和６年度モデル事業の課題
【保護者から】
・送迎ができない可能性がある ⇒ いわきの広域性（受け皿の確保）
・受益者負担がどのくらいになるのか
【協会・連盟・参加した指導者から】
・指導者不足 ⇒ （指導者人材の確保）

１



① モデル事業への参加は、いわき市公立中学校全ての生徒（１～３年生）を対象とし、全ての
生徒がどの種目のモデル事業に参加してもよいこととする。
※ 同種目で開催日が別日となる場合には、エリアごとに参加校を指定する場合がある。
※ モデル事業においては生徒の意思・判断による自由参加となります。強制による参加・不参
加、同調圧力等にならないようご配慮下さい。

② 今年度のモデル事業においても、昨年同様、部活動の一環（学校の管理下内）として実施。

③ モデル事業参加希望種目が学校で所属している部活動種目と異なる生徒、学校の部活動
に所属していないがモデル事業参加希望のある生徒については、「特設部の生徒」として各学
校が参加の承認をするものとする。
※ 学校の部活動の一環として参加することで学校の管理下となり、保険の適用となる。

④ モデル事業が「部活動の一環として実施（学校管理下内）」および参加生徒が「部活動所属
生徒（特設部員含む）」であることから、モデル事業における事故・怪我時の対応時には「日本
スポーツ振興センター」保険が適用となるため、当該校は学校教育課と連携のうえ必要な事
務手続きを行う。なお、確認や承認のため、学校ごとの参加生徒の一覧表を、モデル事業実
施前に参加生徒の所属する学校へ送付する。

２

２ 事業の実施について
⑴ 令和７年度モデル事業への参加について



⑴ 令和７年度モデル事業への参加について

⑤ 週休日に複数のモデル事業の活動が重なった場合は、生徒はどちらかを選択して参加する。
同一週の土日にモデル事業が続く場合は、両日の活動は不可とし、どちらか片方を選択する

 こと。

⑥ 学校は、モデル事業を実施する週休日においては、同種目の部活動を実施しないことを基本と
する。ただし、同種目で開催日が複数日となり、参加対象校が指定される場合、モデル事業対象
外（エリア外等）の学校であれば、同種目の部活動を行ってもよいこととする。 ※（別添）参照

⑦ モデル事業への参加申し込み後、本来の学校部活動における大会等が入った場合や、家庭の
都合等により参加できなくなった場合は、生徒のモデル事業参加申し込みのキャンセルを可能と
する。なお、通常のキャンセル、またはモデル事業前日または当日の急なキャンセルの場合には、
生徒（保護者）が、いわき市教育委員会の携帯電話（電話080-7530-9332または070-1355-0043）
まで連絡する。

⑧ 上記の運用で支障がある場合には、学校は学校教育課に相談する。

３

２ 事業の実施について
⑴ 令和７年度モデル事業への参加について



別添

４



① モデル事業への参加は、いわき市公立中学校全ての生徒を対象とし、全ての生徒がどの
モデル事業に参加してもよいこととする。

サッカー部

合唱部（文化部）

地域のクラブチーム
（学校部活動への所属は問わない）

学校の部活動・地域のクラブ
チーム等への所属なし

令和７年度全てのモデル事業へ参加可能

５

学校で モデル事業で



モデル事業（陸上）

陸上部員が陸上のモデル
事業に参加

・部活動の一環として参加
・学校の管理下のため保険適用

② 今年度のモデル事業においても、昨年同様、部活動の一環（学校の管理下内）として実施。
③ モデル事業対象種目の部活動に所属している生徒以外は「特設部の生徒」として各学校で参加の承認
をしていただく。

陸上部員以外が陸上のモデル
事業に参加

・特設陸上部員として学校で承認

・部活動の一環として参加
・学校の管理下のため保険適用 ６



⑵ 教職員（部活動顧問等）の対応について

① 教職員（部活動顧問等）がモデル事業に指導者として参加できるのは、市教委が定める
「教職員地域展開人材バンク」に登録し、かつ、団体等から直接依頼を受けた場合のみとす
る。その場合、指導者となる教職員は、兼職等承認（営利企業等従事許可）申請を行い許
可を得るものとし、また事故等に備えた保険に加入すること。なお、教職員特殊勤務手当
の対象外となる。

② 上記以外の教職員は、週休日に行われるモデル事業において引率・指導を行わないこと。

③ 教職員（部活動顧問等）がモデル事業を見学することについては制限を設けない。
※ 自由に見学して良いこととします。

７

２ 事業の実施について
⑵ 教職員（部活動顧問等）の対応について



① 学校は、生徒及び保護者に対し、次の2点を配布する。
ア 令和７年度部活動地域展開モデル事業参加のお知らせ（別紙１）（市教委作成。体裁は

         各学校で手直し可とする。

イ 令和７年度部活動地域展開モデル事業参加申込書（別紙２）（市教委作成・印刷済）

② 参加を申し込む生徒・保護者は、（別紙２）に記載されたＱＲコードから、申し込みフォームに
入力する。（８月25日発送：締切は各種目により異なる（別紙2に記載））

③ 事務局（学校教育課）は、フォームに入力された情報を学校ごとにまとめ、確認・承認のた
め参加者名簿を学校へ送付する。

④ 参加者名簿を確認後、学校から事務局（学校教育課）へ「モデル事業の参加承認書（別紙3）」
を提出する。

３ 事務手続き

⑴ モデル事業への参加申し込みについて

８



３ 事務手続き
⑴モデル事業への参加申込について

➀ 学校から、生徒及び保護者に対し、「部活動地
域展開モデル事業参加のお知らせ（別紙１）」を
配付する。

学校

注）令和７年８月２５日（月）依頼
各学校で配布をお願いします。

９



（別紙１）

市教委から各学校へ
用紙をお送りいたしま
す。

文書はひな形ですの
で、各学校で、配付月
日、学校名、該当する
部活名等を記入してい
ただうえで、
全校生徒に「別紙１」
および「別紙２」を配
布してください。
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３ 事務手続き

⑴ モデル事業への参加申し込みについて

 

 令和７年○月〇〇日  

○○○中学校保護者の皆様 

いわき市立○○○○中学校長  

 

令和７年度 部活動地域展開モデル事業実施のお知らせ 

 

 時下、保護者の皆様におかれましては御清栄のこととお喜び申し上げます。 

 いわき市教育委員会では、休日や休業日に行っている学校でのスポーツ・文化活動を地域の団体や

企業等に依頼し、地域で指導・育成することや、これからの本市の子供たちのスポーツ・文化活動に

おける持続可能な環境整備を進めるための検証事業として、令和６年度より「モデル事業」を実施し

ております。 

令和７年度のモデル事業における活動日時や会場等については、別紙案内（別紙２）のとおりです

が、モデル事業に参加を希望する場合は、保護者の責任において「別紙２」案内右下のＱＲコードを

読み取り「参加申込フォーム」に期日内に必要事項の入力をお願いします。 

 <参加にあたっての注意事項> 

○ 参加申込みは、「別紙２」のＱＲコードからとなります。申し込みが完了していない 

生徒は、事故・怪我の対応ができませんので参加が認められません。（当日参加不可） 

※注１ 申し込み締切日：【別紙２】「参加申込案内」に記載 

※注２ 申し込み後のキャンセルや、前日（土曜日開催における金曜日）までのキャンセルの 

場合には、生徒（保護者）が、いわき市教育委員会（22-7542）へ、前日（日曜日開催に 

おける土曜日）や、当日の急なキャンセルの場合は、いわき市教育委員会の携帯電 

話（電話 080-7530-9332 または 070-1355-0043）まで連絡して下さい。 

  ○ 令和７年度モデル事業実施種目は以下の通りです 

    運動：陸上、剣道、ｻｯｶｰ、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、野球、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ：未定） 

※注１ 他にも「総合型地域スポーツクラブ」の事業がありますが、市教委で学校を指 

定して総合型地域スポーツクラブから指導者を派遣する内容となっていますの 

で、個人的な申し込みは行わない場合もあります。 

    文化：合唱 

○ 今年度のモデル事業参加対象生徒は市内全ての公立中学校の生徒（１年～３年生）とし、

部活動への所属の有無及び学校で所属している部活動の種目等は問いません。（だれが

どのモデル事業に参加しても構いません。）ただし、同じ種目で開催日が異なる場合は、地

域ごとに参加校を指定する場合があります。   

○ モデル事業の対象となる運動部、文化部に所属していなくても、当日は「特設部の一員とし 

 て参加（その日だけ部活動の一員として認めてもらう特別な立場）」になります。よって、通 

常の部活動時と同様に、万が一の怪我等の保険は、学校で加入している「独立行政法人日本ス 

ポーツ振興センター」にて対応します。（別途保険料の負担はありません。） 

○ 会場までの移動は、お手数をおかけしますが保護者の方の送迎等でお願いします。 

<連絡事項>  

・ 手続き上知り得た個人情報等につきましては、本モデル事業において必要が生じた場合の

み活用します。 

・ モデル事業参加にあたっては、部活動顧問等学校の教職員は原則として引率・指導しま

せん。ただし、団体等の依頼を受け、「地域の指導者」として手続きをした場合は例外とし

て指導にあたる場合があります 

    （ 担当：いわき市立○○中学校 △△ □□  □□ 電 話○○－○○○○） 

※モデル事業についてのお問い合わせ（いわき市教育委員会 学校教育課 電話 22-7542） 

※表記等については必要に応じて変更して構いません。 

※内容については変更せずにお願いします 

※主に黄色部分等を変更して保護者に配布してください。 この枠は消してください 
別紙１  



② 学校から生徒・保護者へ「令和７年度モデル
事業申込書（別紙２）」を配付。生徒・保護者
はQRコードから、モデル事業に参加を申込む。
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３ 事務手続き

⑴ モデル事業への参加申し込みについて



３ 事務手続き ⑴モデル事業への参加申込について

（別紙２）表面 （別紙２）裏面
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（別紙２）諸注意
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３ 事務手続き ⑴モデル事業への参加申込について



③ 事務局（市教委等）から、学校へ参
加生徒名簿を送付する。

事務局（市教委） 学校参加生徒名簿

14

３ 事務手続き ⑴モデル事業への参加申込について



参考資料

参加名簿

15



④ 学校から市教委へ（別紙３）「モデ
ル事業参加承認書」を提出する。

学校 別紙３ 事務局（市教委）
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３ 事務手続き ⑴モデル事業への参加申込について



（別紙３）
 

 

  令和 ７年   月   日 

 

いわき市教育員会教育長 

 

           いわき市立      中学校長 

 

（公 印 省 略）   

 

 

モデル事業参加承認書 
 

 

 令和７年度部活動地域展開「モデル事業」に別紙名簿のとおり参加することを承認します。 

 

 

 

１  申 請 種 目            

 

 

 

２  緊急連絡先（校長、教頭、部活動顧問等）※全ての学校が記入してください。 

 

 

①職・氏名               連絡先番号 

 

 

      ②職・氏名               連絡先番号 

 

   

      ③職・氏名               連絡先番号 

 

  

 

 

   ※ 緊急連絡先については目的以外の用途に使用いたしません。 

 

      ※ 電子データにて下記メールアドレスへ提出をお願いします。 

 

             いわき市教育委員会学校教育課 宛  yokosuka-j@city.iwaki.lg.jp 

 

    （なお、メールの件名の先頭に「※」を付けて送付いただけるとたいへん助かります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 
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３ 事務手続き ⑴モデル事業への参加申込について



➀～④の流れ

R７モデル事業参加手続きフローチャート 

（全種目共通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 別紙１  

市教委 

市立中学校 

保護者 

【１】送付文書（３つ） 

【２】黄色部分を変更後に配付 

申込締切９/19(金) 

【１】市教委→各学校 ①～③の文書を送付 

【２】各学校→保護者 ①別紙１については黄色部分（学校名、日付等）を変更して 

           ②別紙２はそのまま保護者へ配付  

【３】保護者→市教委 個別に②別紙 2 記載のＱＲコードから申込み 

【４】市教委→各学校 申込締切後、市教委から各校に学校・種目ごとの申込生徒の一覧を送付。 

           学校は一覧を確認。（今年度は参加生徒氏名の確認のみ） 

【５】各学校→市教委 申込の最終状況について参加生徒名簿を確認のうえ③別紙３を市教委へ 

提出。 

  ※③提出後の参加生徒の欠席報告は 前日までは、各個人でＱＲコードからキャンセルする。 

                   当日の欠席については保護者が市教委担当者携帯へ。 

             （市教委担当者携帯：080-7530-9332または 070-1355-0043まで） 

  ※締切り後の参加については柔軟に対応する。（生徒個人で市教委まで連絡する） 

【２】そのまま配付 

【３】ＱＲコードで申込み 

【４】申込生徒一覧 

 ※申込締切後送付 

【５】参加者名簿を

確認し提出 

② 別紙２  

③ 別紙３  

提出締切 9/30(火) 

③ 別紙３  

① 別紙１  

② 別紙２  
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３ 事務手続き ⑴モデル事業への参加申込について



⑴ 未然防止
① 事務局（学校教育課、スポーツ振興課、文化交流課）とモデル事業実施団体で次の点で
の対応について共通理解を図る。
・ 送迎中の事故 ・ 活動中の事故、怪我、病気 ・ 熱中症の防止
・ 自然災害等の発生時の対応
・ 一緒に活動している他校生徒とのトラブル（個人の所持品の管理も含めて）
・ モデル事業の実施団体や生徒・保護者とのトラブル

⑵ 緊急時の対応
① 令和７年度のモデル事業実施日は、昨年度と同様、事務局で緊急時に備え対応する。
② 別紙「傷病者発生時対処要領」及び「自然災害発生時対応要領」（事務局（学校教育課）
作成）をモデル事業実施団体と共有し、周知徹底する。
③ 緊急時は事務局保管の個人情報をもとに、事務局や実施主体が学校、保護者と連携し
て連絡等対応する。

⑶ 生徒の保険
① 各学校で加入している「日本スポーツ振興センター」の保険が適用となる。
② 事故発生時の状況は事務局（学校教育課、スポーツ振興課、文化振興課）から事故の
状況に応じて内容・状況を学校へ報告（データ提供）し、学校から事故報告を日本スポーツ
振興センターに提出する。

４ 事故防止・事故対応
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⑴ 傷病者発生時対処フロー
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令和７年度 部活動地域展開モデル事業 傷病者発生時対処フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 故 発 生 

生徒の状況確認 

①熱中症、頭部強打、その他による

意識障害が認められる場合など、重

症及び重傷の場合 

②目の損傷、頭部の損傷などの首か

ら上の怪我や事故、骨折の疑いがあ

る場合等（軽傷の場合も含む） 

③その他の軽傷の場合（首から上の

怪我等を除く） 

救
急
車 

要
請 

・
心
肺
蘇
生 

・
Ａ
Ｅ
Ｄ 

・
応
急
処
置 

・
保
護
者 

絡 

・
学
校 

 

連 

・
事
務
局 

へ 

応急処置 

保護者への引き渡し 

・保護者には至急の対応を依頼する。
（現場に来る or病院に直行） 
・顧問に校長に連絡するよう依頼する。 
・事務局は状況に応じて現場、また病
院へ急行する。 

・必要に応じた応急処置を行う。 
・保護者に状況を報告。病院搬送依頼 
・保護者が病院への搬送ができない場
合は現場で搬送する。 
・顧問に校長に連絡するよう依頼する。 

・必要に応じた応急処置を行う。 
・保護者及び学校（顧問）に連絡する。 

現場の状況に応じて活
動の中止・継続を判断 

現場の状況に応じて活
動の中止・継続を判断 

救急車到着 保護者への引き渡し 

・救急隊への状況説明 
・救急車に同乗し、病院まで付き添う。 
・搬送先の病院名、対応状況を保護者
及び学校に連絡する。 
・保護者が現場に来た場合は保護者が
救急車に同乗するが、対応者は別車で
同行する。 

・謝罪及び事故、怪我の状況の詳細を
保護者に説明する。 
・保護者が病院に搬送する場合は、保
護者が必要ないと言わない限りは、対
応者も同行する。必要ないとされた場
合でも診察後の状況を必ず確認する。 
・次の日に保護者に連絡を入れ、生徒
のその後の状況を必ず確認する。 

・謝罪及び事故、怪我の状況の詳細を
保護者に説明する。 
・必要に応じて通院するよう勧め、保護
者と連絡先を交換し、診察後の状況を
必ず確認する。 
・次の日に保護者に連絡を入れ、生徒
のその後の状況を必ず確認する。 

医 療 機 関 

・保護者及び学校への状況報告 
・保護者が到着していない場合は、帯
同者が医師の診断を受ける。 
・保護者が到着した時点で、謝罪と丁
寧な状況説明を行う。 
・医師の診断及び今後の対応について
判断が出るまで、病院で待機する。 
・医師の判断が出た後、保護者とその
後の対応を協議し保護者に引き渡す。 
・市教委に第一報を入れ、そこまでの状
況を報告する。合わせて、学校にも報
告する。 
・後日、適切な日に保護者に連絡を入
れ、その後の状況を確認する。 

スポーツ振興センタ
ーへの対応（学校） 

・事務局または指導者から、事故
発生状況を学校担当者に説明す
る。 

事 故 報 告 

・校長は、市教委に事故報告書を提出
する。 
・事務局または指導者から、事故発生
状況を校長に説明する。 

・
保
護
者 

絡 

・
学
校 
 

連 

・
事
務
局 

へ 

・
応
急
処
置 

病
院
へ 

搬
送 

・実施団体（運営責任者・指
導者）は、事務局と連絡を
取り合い迅速に対応する。 
・意識障害など重症、重傷
（思われる場合も含む）の
場合、躊躇しないで救急車
を要請する。 



兼職等承認（営利企業等従事許可）申請書 

年  月  日   

   いわき市教育委員会教育長 

学 校 名            

職   名            

氏   名            

従 事 団 体 

名称 

  

              

   

  

経営形態 

 個人 公法人 
 一般（社団・財団）法人 
 公益（社団・財団）法人 
 株式会社 
 その他（      ） 

所在地 事業内容 

従 事 ・ 兼 

職 の 内 容 

期間 

 年 月 日から 年 月 日まで 

職名 

時間 
 

 １日  時間 
週

１月延
年

  日 

 
 １週（  曜）  時間 

報酬 

  有     無 

額    時間 

日        
１月      円 
年        

正規の勤務時間中に 

従事する   従事しない 

勤務形態 

 常勤  非常勤  臨時 

従事、兼職 
を必要とす 
る 理 由 

 

職務遂行に 
与える影響 
その他参考 
事項につい 
ての校長の 
意見     

 
 
 
 
 
なお、在校等時間と上記団体業務従事時間を通算し、所定の勤務時間

を差し引いた時間は、      時間となるため、いわき市公立学校
管理規則に沿っていることを確認しております。 
 
 
 
 
 
 
校管理規則 

  年  月  日 

いわき市立   学校長        □印   

 備考 １ 兼職等承認申請書については、派遣等依頼先の関係書類を添付すること。 

    ２ 営利企業等従事許可申請書については、事業内容等について関係書類を添付するこ

と。 

 

 

在校等時間と地域団体の業務に従事する時間を通算し、所定

の勤務時間を引いた時間を確認し、別紙いわき市公立学校管理

規則１８条の２を踏まえるものとなるようにする。 
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部活動地域展開 

兼職兼業手続きフローチャート 
いわき市教育委員会 

 

                            

【校長作成資料】 

① 第 12号様式【兼職等承認（営利企業等従事許可）申請書】→市教委へ提出 

※いわき市公立学校管理規則 第６章２７条【第１２号様式】になります 

 

【依頼教員作成資料】  

① 【別紙 2】報償費・旅費等振込先口座登録（変更）届を記入し、市教委に送付 

 

  郵送先 〒970-8026 いわき市平字堂根町 4番地の 8 

いわき市教育委員会 学校教育課 部活動地域展開担当 宛 

※個人情報が含まれますので、取り扱いには十分ご注意下さい。 

※報償費につきましては実施報告書提出後に指定の口座へお振り 

 込みいたします 

【送付資料】 

 ① 【別紙 1】依頼文書 

 ② 【別紙 2】報償費・旅費等振込先口座登録（変更）届 

① 各協会・連盟等から各中学校（顧問）へ依頼文書の送付 

校長は教師の意思による参加であること、

保険加入の有無を確認（校務災害は適用に

なりません）後に資料を作成して下さい。 

【モデル事業（～R８）を含む、今後の兼職兼業の手続きとなります】 

・「教職員指導者人材バンク」に登録した教職員に限ります。 

・手続きとしては、一般的に兼職兼業希望先からの依頼状を基に、地域クラブ活動での指導を希望する 

 教師等から上司である校長等へ相談し、了承の上、服務監督教育委員会へ兼職兼業の許可を求める 

 ことが必要です。以下の手順に沿って手続きをお願いします。 

② 指導を依頼された教職員は送付された【別紙 1】依頼文書

を持参し、上司である校長へ相談 

③ 教育長の承認を得て、各学校へ兼職兼業の許可書を送付 

 
※ 第 12号様式【兼職等承認（営利企業等従事許可）申請書】も送付いたしますので

ご活用下さい。 



地域のスポーツ、文化芸術活動における環境整備について  ～ 地域展開の今後の見通し ～ 

 休  日 平  日 

学校部活動 地域団体 学校部活動 地域団体 

令和７年度 
部活動あり 

（モデル事業実施） 
モデル事業実施 部活動あり 平日のモデル事業検討 

令和８年度 

 
モデル事業実施 

（一部中学生受け入れ） 

部活動あり 

（一部地域展開も） 
平日のモデル事業計画 
（一部中学生受け入れ） 

令和９年度 部活動なし 
地域展開活動 

（中学生の受け入れ） 

部活動あり 

（一部地域展開も） 

（モデル事業開始） 

平日のモデル事業実施 
（一部中学生受け入れ） 

令和 10年度以降 
  

  

令和 X年度 部活動なし 
地域展開活動 

地域クラブ等 
部活動なし 

地域展開活動 

地域クラブ等 

地域のスポーツ・文化芸術活動における環境整備
～ 地域展開の今後の見通し ～
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既存のクラブチーム等で
一部中学生の平日受け入れ

モデル事業実施
既存のクラブチーム等で

一部中学生の休日受け入れ

平日の地域展開開始

既存のクラブチーム等で
一部中学生の平日受け入れ

平日の地域展開検討

既存のクラブチーム等で
一部中学生の平日受け入れ

平日の地域展開検討

地域展開活動
既存のクラブチーム等で
中学生の休日受け入れ

モデル事業実施

６
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